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2.

2015年度 本部研修センター 特別講習会

「2段特別講習会」、「3段特別講習会」、「4段特別講習会」、

「3段・ 4段セミナー」、「推手特別講習会」

公益社団法人 日本武術太極拳連盟 太極拳指導員委員会

事業実施の趣 旨 :

日本連盟本部研修センターを有効に活用して、太極拳上級者、太極拳上級指導員の技能向上

と指導者育成を推進することを目的として実施する。

実施する特別講習会と募集定員 :

1)「 2段特別講習会」:

。 2013年度までに太極拳 2段を取得した人を対象とする (「 2015年度 3段受験対策講習

会」の対象者 と同じとする)。

・ 太極拳 2段取得者が 3段の技術内容を研修 し、習得するための講習を行 う。

・ 募集定員は、実施 日程の各 日につき各 200人 とする (ただし、参カロ希望者数 と講師

配置の情況により、必要に応 じて 20～ 50名程度の増員をすることができるものと

する)。 また、受理通知後の確定申込の辞退率を考慮して、受理通知人数を若干数増員

することができるものとする。                 ｀

2)「 3段特別講習会」:

・ 2013年度までに太極拳 3段以上を取得した人を対象とする。
・ 3段取得者がさらに高いレベルの太極拳技術を習得するための講習を行 う。
・ 募集定員は、実施 日程の各 日につき各 200人 とする (ただし、参加希望者数と講師

配置の情況により、必要に応 じて 20～ 50名程度の増員をすることができるものと

する)。 また、受理通知後の確定申込の辞退率を考慮して、受理通知人数を若干数増員

することができるものとする。

3)「 4段特別講習会」:

。 本年度から新設のコースとして、2015年度までに太極拳 4段位を取得 した人を対象 とす

る。
・ 4段取得者がさらに高いレベルの太極拳技術を習得するための講習を行なう。
。 ただし、2015年 4月 に4段位を取得した人は、 9月 開催の②以降から申し込むこと。

2015年 10月 に4段位を取得 した人は、2016年 2月 開催の③以降から申し込むこと。

・ 募集定員は、実施 日程の各 日につき各 150人 とする (た だし、参加希望者数 と講師

配置の情況により、必要に応 じて 20～ 50名程度の増員をすることができるものと

する)。 また、受理通知後の確定申込の辞退率を考慮して、受理通知人数を若千数増員

することができるものとする。

4)「 3段・ 4段セミナー」:

・ 2014年度までに太極拳 3段または4段を取得した人を対象とする。
・ 3段取得者、 4段取得者がさらに高いレベルの太極拳技術を習得するための講習を行

なう。
・ 募集定員は、実施 日程の各 日につき各 200人 とする (た だし、参加希望者数と講師

配置の情況により、必要に応 じて 20～ 50名程度の増員をすることができるものと

する)。 また、受理通知後の確定申込の辞退率を考慮 して、受理通知人数を若千数増員

することができるものとする。
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5)「推手特別講習会』;

・ 太極拳 2段または 3段以上の取得者で、都道府県連盟またはブロックが主催 して実施

する推手講習会に過去 2回以上参加 した人 (「推手規定套路講習会」、「推手基礎套路」
の参加者も可とする)。 また、2014年度検定で 2段に合格 し、登録 した人は「推手特別

講習会②～③」に参加することができる。
・ 定歩四正手を連貫 して回すことができる人に限る。推手の基礎技術を備えた人を対象

に、推手技術をさらに練磨 し、套路技術の向上に役立てる内容の講習を行なう。
・ 参加希望者が、本件講習会に初回に参カロ申込みをする際には、所定の書式に基づいて

都道府県連盟またはブロックの責任者が押印した「2人 1組 参カロ申込書・推手講習会

参加証明書 (推手書式-1)」 を添付 して参加申込みをしなければならない。「2人 1

組 参加申込書」に設けられている「証明欄」に、県連盟またはブロック責任者が証明
の捺印をして申込む。 (た だし、この 「証明書欄」の記入。捺印は、2007～ 2014年度
に本講習会の参加実績がある人が 2回 日以降の参加申込みをする際には、作成不要 と

する)。

・ 本講習会の参加者は、毎回の参加時に「安全注意義務確認書」 (推手書式-2)に 本人
が署名、捺印したものを提出することが義務づけられる。

・ 募集定員は、実施 日程の各 国につき、各 200人 とする (ただし、参加希望者数 と講

師配置の情況により、必要に応 じて 30～ 50名程度の増員をすることができるもの

とする)。 申込書は、必ずパー トナー氏名を記入 した 「2人 1組用 参加申込書」を使
パー トナーのいない申込者は受理 しないこととする。

3.

用 して申し込むこととし、

参加形態と受講料 :

1)参加コース :

A)「 3段特別講習会」は 3回
別講習会」は 3回 (①～③ )

れており、受講者は、

(①～③)、 「 2段特別講習会」は 2回 (①、②)、 「4段特
実施する。各回の実施日程は、土、日、月の 3日 間設定さ

2)

◆土、 日の 2日 コースに参加 してもよく、
◆土、 日、月の 3日 コースに参加 してもよい。
1日 のみの参加は受理 しない。 (講習効果が期待できないため)。 申込み時に、「2日 コ

ース (土、日)」 、「3日 コース (土、日、月)」 のいずれかを選んで申し込む。なお、 2
日コースは「土、日」のみとし、「日、月」の2日 間の申し込みは原則として受理しな
い 。

B)「 3段・ 4段セミナー」は、平 日の 「火、水」のコースを 5回 (①～⑤)実施する。
各 国に、4段取得者コースと3段取得者コースを設ける。受講者は、
◆火、水の 2日 コースに参力日してもよく、
◆火または水の 1日 だけ参力日してもよい。

C)「推手特男1講習会」は、計 3回 (①～③)実施する。ただし、土、日の2日コースのみ
とし、3日 コースは設けないこととする (参加者の疲労度、安全性を考慮 )。

受 講 料 ;

「2段特別講習会」、「3段特別講習会」、「4段特別講習会」は、
● 2日 コース=1人 2万円、● 3日 コース=1人 3万円とする。

「3段・ 4段セミナー」は、
●火曜コース・水曜コース=1人 7千円、● 2日 コース=1人 1万 4千円、とする。

「推手特別講習会」は、
● 2日 コース=1人 2万円とする。

「推手特別講習会」の参加証明書発行取 り扱い手数料 ;

A)「推手特別講習会」参加者が初回の参加申込みを行 う時には、都道府県連盟またはブ
ロックは、「推手特別講習会参加証明書」 (推手書式-1)に 所定事項を記入して、参加
証明を行い、県連盟またはブロックの責任者が押印した書式を提出しなければならない。

B)こ の証明書を発行 した都道府県連盟またはブロックに対 して、日本連盟は当該年度の

推手講習会がすべて終了した後に、証明書を発行 した参加者 1人あたり2千円の取 り扱

3)
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い手数料を県連盟またはブロックに支払 う。
C)初 回の参カロ申込みにこの手続きを行なった参加者は、次国からの「推手特別講習会」

の申し込み時にはこの証明書を提出する必要がない。

4,実施日程 :

講 習 会 実施年度 実 施  日

1

「2段特別講習会①」 2015年 5月 23日 (土)～ 25日 (月 )

「2段特別講習会②」 2015年 10月 24日 (土)～ 26日 (月 )

2

「3段特別講習会①」 2015年 5月 16日 (土)～ 18日 (月 )

「3段特別講習会②」 2015年 7月 18日 (土)～ 20日 (月 )

「3段特別講習会③」 2016年 1月 30日 (土)～ 2月 1日 (月 )

3

4段特別講習会①」 2015年 6月 27日 (土)～ 29日 (月 )

4段特別講習会②」 2015年 9月 26日 (Jl)～ 28日 (月 )

4段特別講習会③」 2016年 2月 27日 (土)～ 29日 (月 )

4

3段・4段セミナー① 2015年 5月 26日 (火 )、 27日 (水 )

3段・4段セミナニ② 2015年 8月 25日 しk)、 26日 (水 )

3段 。4段セミナー③」 2015年 11月 17日 (火 )、 18日 (水 )

3段・4段セミナー④」 2016年 1月 12日 (火 )、 13日 (水 )

3段・4段セミナー⑤」 2016年 3月 8日 (火 )、 9日 (水 )

5
推手特別講習会①」 2015年 5月 30日 (■ )、 31日 (日 )

推手特別講習会② 2016年 1月 23日 (」1)、 24日 (日 )

「推手特別講習会③」 2016年 3月 12日 (L)、 13日 (日 )

5.参加申込受付けと受理決定方法 :

受付方法=郵送または専用ファックスに申込み、抽選により受理者を決める :

2014年度と同様にゝ各講習会の日程ごとに定められた「申込受付期間」中に郵送または

専用ファックス番号で受領した参加申込書のすべてに対して、公正な方法で抽選を行つたうえ

で、受理者を決定して通知する。

◎ r2段特別講習会①、②」、「3段特別講習会①～③」、「4段特別講習会①～③」、

「3段・4段セミナー①～⑤」;

1)案内書類を送付 ;

日本連盟事務局は、「講習会案内」と「参加申込書」を、受講対象者の本人自宅宛 (日 本
連盟データベースに登録されている住所)に、毎年度 1回に限り送付する (2015年度講習
会の案内は2014年 11月 に送付)。

「2段特別講習会①、②」、「3段特別講習会①～③」、「4段特別講習会①～③」、「3段・
4段セミナー①～⑤」の対象者にそれぞれ、
3回以上申込む予定がある人は、申込書を複写して

2)申 込み=「参加申込書」は、講習会ごとの「参加申込み日程」に従つて受付けする;

A)参加者が個人で日本連盟に郵送またはファックスで参カロを申込む。

B)「参加申込み日程」〒受付期間を設定 :

例年通り、参加申込みは、<6.参加申込み日程:>に記載されている各講習会の「参カロ
申込み日程」にしたがって、①、②、③の各国ごとに申し込む。
「参加申込書」に記載されている、①、②、③の参加日程下の○印欄に「○」を記入し

て、参カロを希望する講習会の日程を特定して申し込む。
① の参加申〕

C)フ ァックスで申し込む場合は、2014年度実施 と同様に、日本連盟事務局の特別講習会
参加申込書を受信するための専用 FAX番号 03-3265-5277に 送信すること。

申込み期間中に受理された参カロ申込書のうち、受講条件を満たし、必要事項が記入さ
れている参加申込者全員に対 して一括 して抽選を行い、募集定員を基準にして、各講習

辺
一で

２
勁
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会の受理者を決定する。

D)抽選方式 ;抽選は、厳正にゝ公平に実施する。すべての参加申込者を対象にして抽選を

行い、募集定員を基準にして、講習会ごとに受理者を決定する。各回の講習会ごとに募
集 し、抽選を行 うので、 1回 目の当選者、 2回 日の当選者等の区別をせずに、講習会ご

とに全員を対象にして抽選を行い、決定する。

3)参加申込み受理・不受理の通知を送付。
A)日 本連盟事務局は、抽選に当選 し、「受理」が決定した申込者にたいして、「受理通知」

と郵便振替用紙で作成した 「確定参加申込書」を送付する。
郵便振替用紙の「確定参カロ申込書」にはゝ講習会ごとに「郵便振替の締め切 り日」=

「確定申込み期限」が設けられている。
B)抽選に当選 しなかつた人には、「不受理通知」を送付する。

4)受講者の確定 ;

受理通知を受けた申込者から郵便振替用紙の 「確定参カロ申込書」が締切 り日までに届き、

受講料の入金が確認できた時点で、正式に参加申込が成立し、受講者が確定する。

5)受講票送付 : 日本連盟事務局は、受講者にたいして受講票を事前に郵送する。

◎ 『推手特別講習会①～③」:

1)案内書類送付 ;

日本連盟事務局は、「講習会案内」と「2人 1組 参加申込書」を、2014年 11月 に都道府

県連盟に送付する。この「参加申込書」は、1枚の用紙に①、②、③の日程欄を設けて、各

講習会共通の書式とする。①、②、③の該当する日程欄に○印を付 して特定して、指定され
ている「申込受付期間」中に申込みを行 う。なお、「2人 1組 参カロ申込書」は、2013年度
までに 2段、 3段、 4段を取得している全員にも送付する。

2)申 込み ;3)受理・不受理の通知を送付;4)受講者の確定; 5)受講票送付 ;

2)～ 5)は、「2段特別講習会」。「3段特Bll講習会」・「4段特別講習会」、「3段・4段セミ

ナー」と同様の要領で行 う。

なお、必ず 2人 1組で申し込み、2人のうちの 1人を「連絡代表者」とする。「連絡代表
者」は、①日本連盟からの2人分の受理・不受理通知を受領し、②日本連盟に2人分の受
講料をまとめて納付し、③日本連盟から2人分の「受講票」を受領する。1人で申し込ん
でも受理されない。

6.参加申込み日程 :

別紙参照

以 上

-4-



。卜
椰
⊃
〓
綱
里
Ｆ
Ｉ
眠
Ю
せ
口
Ｒ
二
榊
ぶ
夜

′壼
専
陣
翠
歴
◎

。卜
悩
Ｄ
翠
肛
）
士
晏
里
Щ
ｏ
ｌ
Щ
卜
′ｐ
螂
ぐ
ｅ
も
、
日
ヽ
卜
回
畑
◎

。３
抱
禦
〉
朧
翌
句

）́
ｅ
卜
椰
３
）
Ｄ
転
匝
や
腎
陣
蝶
聴
旦
禦
―
却
Ｅ
絲
句
ｅ
ｌＪ
′壼
里
拠
ぶ
鞍
員
総
◎

。卜
椰
⊃
翠
歴
Ｏ
Ъ
回
Ю
叶

′）
ミ
や
ミ
中
堅
Ｋ
測
低
嵌

′量
傷
塾
応
≪
Ｉ
◎

（ｅ
コ
椰
榊
）
員
ヽ
世
く
ｅ
↓
ヽ
軽
３

く
製
⊃
昨
麟
神
経
劇
里
）
椰
貿
購
撃
Ｒ

く
製
Ｄ
吐
昌
掏
軽
∞
二
ｐ
椰
撻
針
〓
Ｒ

ぐ
帥
愧
紙
萩
饉
眠
謎
∞

α
墜
さ
≪
■
軽
味
翠
軽
ヾ

Ｆ
菓
駅
〓
喚

貧
卜
悩
Ｄ
Ｅ
爆
ｌＪ
ニ
モ
ｅ
く
欅
紀
後
妻
賦
ミ
総
ｐ
長
ト
ニ
）α
和
糀
Ю
卜
Ｅ
猟
「
個
豪
●

。３
約
卜
）
⊃
旺
ヽ
お
（。ハ
ー
。イ
゛
―
こ
メ
Ｋ
曝
陣
畔
聴

′壼
）
３
０
旦
神
ぶ
鞍
員
総
轡
壇
≦
岨
　
Ｎ
爛
※
二
爛
※

ぐ
印
糀
Ю
卜
畔
臨
ｐ
羅
陣
Ｋ
●

楓
―
憫
駆
柵
撻
廿
Ю
Ｆ
ｏ
Ｎ
　
理
州
田
躙
柵
興
Ｋ
健
置
持
□
く
燿
回
＃
相
“

（肛
田
∞
ｅ
Щ
田
引
壼
Ｋ
Ｉ
Π
田
３
翠
歴
回
＝

（肛
回
∞
ｅ
Щ
回
引
壼
Ｋ
Ｉ
日
田
９

翠
歴
□
＝

（肛
田
∞
ｅ
Щ
田
引
せ
く
―
日
回
３
翠
躍
田
召

準
歴
（Ｋ
口Ｋ
）
□
眸

く
製
⊃
昨
轟
押
謎
劇

（せ
）
椰
赳
貯
曽
Ｒ
）

（●
佃
枷
＜
製
Ｄ
吐
呂
押
誕
↓
く
収
⊃
昨
麟
掏
月
ヽ
経
∞

（せ
）
悩
赳
ξ
聟
Ｒ
）

く
製
⊃
昨
麟
や
饉
ヾ

Ｈ
却
※
（口
暮
、世
Ｃ
ぐ
颯
丑
長
柩
）

く
要
⊃
昨
麟
や
経
寸
世
製
悩

′誕
∽

（せ
）
椰
楓
よ
〓
Ｒ
）

く
Ｃ
軽
寸
′謎
∞
′謎
劇

Ｎ
超
※
（ロ
イ
、ま
Ｃ
ぐ
゛
丑
民
偽
）

條
駆
櫂
晨
華
軽
Ｎ

（
Ｆ

ぐ
駒
儒
豪
窯
軽
∽

Ｑ

ぐ
融
儒
晨
窯
饉
寸

３

―
卜
＝
や
軽
寸
口軽
∞

（寸

ぐ
脚
儒
豪
専
件
響

（Ю



添付資料2
2

:′段特lll講習会① |=簑理調 黎Э
●5R23日|■2●目 10葺24E-21き

=参加申込み・受付期間 2月 1日 ～28日 7月 1日 ～31日

受理・不受理通知/確定書類送付 受付締切後、2週間以内

確定申込 (入金)受付期間 3月 31日 まで 9月 10日 まで

受講票送付 4月 中旬 9月 下旬
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参加申込み・受付期間 2月 1日 ～28日 4月 1日 ～30日    1   10月 1日 ～31日

受理・不受理通知/確定書類送付 受付締切後、2週間以内

確定申込 (入金)受付期間 3月 31日 まで 6月 10日まで 12月 31日 まで

受講票送付 4月 中旬 6月 下旬 2016年 1月 中旬
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参加申込み ,受付期間 3月 1日 ～31日 6月 1日 ～30日 11月 1日 ～30日

受理・不受理通知/確定書類送付 受付締切後、2週間以内

確定申込 (入金)受付期間 5月 10日 まで 8月 10日 まで 2016年 1月 10日 まで

受講票送付 5月 下旬 8月 下旬 2016年 1月 下旬
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=:参加申込み・受付期間 2月 1日 ～28日 5月 1日 ～31日 8月 1日 ～31日

受理・不受理通知/確定書類送付 受付締切後、2週間以内

確定申込 (入金)受付期間 4月 10日 まで 7月 10日 まで 9月 30日 まで

受講票送付 4月 下旬 7月 下旬 10月 中旬

参加申込み・受付期間 9月 1日 ～30日 ‖月1日 ～30日

受理・不受理通知/確定書類送付 受付締切後、2週間以内

確定申込 (入金)受付期間 11月 30日 まで 2016年 1月 31日 まで

受講票送付 12月 中旬 2016年 2月 中旬
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参加申込み '受 付期間 2月 1日 ～28日 10月 1日 ～31日 11月 1日 ～30日

受理・不受理通知/確定書類送付 受付締切後、2週間以内

確定申込 (入金)受付期間 4月 20日 まで
■
１
１
１

12H I丁日まで    1  2016年 1月 31日 ま驀
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